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船舶事故調査報告書 

 

平成２３年１１月１０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 沈没 

発生日時 平成２３年７月８日 ０８時３０分ごろ 

発生場所 福岡県北九州市門司区部埼
へさき

南方沖 

部埼灯台から真方位１７１°９００ｍ付近 

（概位 北緯３３°５７.１′ 東経１３１°０１.５′） 

事故調査の経過  平成２３年７月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 宝
たから

丸、４.４１トン 

 ＦＯ３－５１７１２（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.３１ｍ（Lr）×２.２０ｍ×０.８１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和５３年９月１日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７７歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成７年８月１７日 

  免許証交付日 平成２２年２月１７日 

         （平成２７年８月１６日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 プロペラ軸及び舵軸を曲損、船尾船底に破口、機関を濡損 

 事故の経過 

 

 本船は、船長及び甲板員１人が乗り組み、部埼南方沖から門司区青浜沖

にかけてたこ籠漁を操業し、船長が操舵室後方の操縦席で操船を行い、船

首を北に向けて機関を後進にかけ、低速力で南進しながら甲板員が右舷船

首部からたこ籠の投入を始めた。 

船長は、青浜沖の２か所に定置網が設置されていることを知っていたの

で、日頃から定置網に近づかないようにしてたこ籠を投入していたが、た

こ籠の投入予定場所に他の漁船が先にたこ籠を投入していたので、他船が

投入したたこ籠よりも定置網寄りに投入した。 

 船長は、平成２３年７月８日０７時５０分ごろ、正船尾１００ｍ付近に

定置網の浮き及び索が見えたので、定置網に接近しないようにするために

後進しながら右舵をとって船尾を左に振った。 

本船は、船尾を大きく左に振って船尾が東方（沖側）に向いたとき、右

舷船首部から投入していたたこ籠漁の漁具が船底に入り、プロペラ及びプ

ロペラ軸に幹縄やたこ籠などが絡んで機関が停止し、航行不能となった。 

甲板員は、携帯電話で僚船に救助を依頼した。 

本船は、船尾船底部のプロペラ軸受の付け根部分に生じた破口から浸水

し、０８時３０分ごろ、部埼灯台から真方位１７１°９００ｍ付近におい
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て、船首の一部を海面上に出した状態で沈没した。 

船長及び甲板員は、沈没前に海に飛び込み、間もなく僚船に救助され

た。 

本船は、作業船により門司区柄杓
ひしゃく

田
だ

漁港にえい
．．

航された。 

（写真１ 絡網状況、写真２ プロペラ軸受の付け根部分の破口状況 参

照） 

気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮流 微弱な東流、潮汐 ほぼ低潮時 

 その他の事項 本船は、部埼南方沖から青浜沖にかけての漁場でたこ籠漁を操業してお

り、たこ籠を投入する際は、潮流を考慮し、下げ潮のときには、部埼沖か

ら青浜沖に向け、上げ潮のときには、青浜沖から部埼沖に向けて低速力で

後進しながらたこ籠を投入することにしており、本事故当時は、部埼沖か

ら青浜沖にかけて南進しながらたこ籠を投入していた。 

本船のたこ籠は、直径約５０㎝、高さ約６０㎝の円筒形で長さ約１.５ｍ

の枝縄を付けており、これを直径約８㎜の幹縄に約２０ｍ間隔で取り付け

ていた。 

本船は、たこ籠約６０個を投入することにしていたが、全籠投入に要す

る時間は約２０～３０分であった。 

本船の喫水は、船首約０.６ｍ、船尾約１.０ｍであった。 

船長及び甲板員は、出港時から救命胴衣を着用していたが、機関が停止

したのち、機関室などでの作業に邪魔になり、また、暑くなったことか

ら、同作業中に２人共救命胴衣を脱いでいた。 

プロペラ及びプロペラ軸には、幹縄及びたこ籠などが幾重にも絡んでお

り、プロペラ軸が後方にずれて曲がっていた。 

本船は、建造後３２年を経過したＦＲＰ船であった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

なし 

 本船は、部埼南方沖において、機関を後進にか

けてたこ籠を投入しながら南進中、船長が、定置

網に接近しないように右舵をとって船尾を左に振

った際、プロペラ及びプロペラ軸に幹縄やたこ籠

などが絡み、船尾船底部のプロペラ軸受の付け根

部分の船底外板に破口を生じたことから、船内に

浸水して沈没したものと考えられる。 

 本船は、建造後３２年を経過したＦＲＰ船であ

り、船底外板が劣化していた可能性があると考え

られる。 

原因  本事故は、本船が、部埼南方沖において、機関を後進にかけてたこ籠を

投入しながら南進中、船長が、定置網に接近しないように右舵をとって船

尾を左に振った際、プロペラ及びプロペラ軸に幹縄やたこ籠などが絡み、

船尾船底部のプロペラ軸受の付け根部分の船底外板に破口を生じたため、

船内に浸水して沈没したことにより発生したものと考えられる。 
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参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、次の

ことが考えられる。 

 ・漁具が船底下に入らないように操船すること。 

 ・救命胴衣を着用しておくこと。 
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写真１ 絡網状況 

 

 

写真２ プロペラ軸受の付け根部分の破口状況 

 

プロペラ軸受 




